
和泉市建設工事成績評定要領 

 

（趣旨） 

第１条　この要領は、和泉市建設工事検査要綱（平成２４年４月１日制定。以下「要綱」

という。）第１２条に規定する工事成績の評定（以下「評定」という。）について必要な

事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図ることを目的とする。 

　（評定の対象工事） 

第２条　評定の対象とする工事は、要綱第４条に規定する検査等の実施区分により評定す

るものとする。ただし、別表に掲げる工事については評定を省略することができる。 

（評定者） 

第３条　評定を行う者（以下「評定者」という。）は、要綱第２条に規定する監督職員及び

検査職員とする。 

（評定の時期） 

第４条　評定者は、完成検査の終了後速やかに評定を行うものとする。 

（評定の区分等） 

第５条　土木工事・建築工事に適用する評定区分、評定項目及び評定者は、原則次のとお

りとする。 

２　評定の判定は、次の基準により行うものとする。 

⑴ Ａ（優れている）　　　：１００．０～８５．０点  

⑵ Ｂ（やや優れている）　：８４．９～７５．０点 

⑶ Ｃ（普通である）　　　：７４．９～６５．０点  

 評　定　区　分 評　　定　　項　　目 評　　定　　者
 

契約検査室評定

又は工事主管課

評定（監督職員）

１.施工体制 Ⅰ　施工体制一般 主任監督員
 Ⅱ　配置技術者 監　督　員
 

２.施工状況

Ⅰ　施工管理 監　督　員
 Ⅱ　工程管理 監督員及び総括監督員　　
 Ⅲ　安全対策 主任監督員及び総括監督員　　
 Ⅳ　対外関係

監　督　員  ３.出来形及び Ⅰ　出来形
 出来ばえ Ⅱ　品質
 ４.工事特性 Ⅰ　施工条件への対 総括監督員
 ５.創意工夫 Ⅰ　創意工夫 主任監督員
 ６.社会性等 Ⅰ　地域貢献等 総括監督員
 ７.法令遵守等 総括監督員
 契約検査室評定

又は工事主管課

評定（検査職員）

２.施工状況 Ⅰ　施工管理

検　査　員
 ３.出来形 Ⅰ　出来形
 及び Ⅱ　品質
 出来ばえ Ⅲ　出来ばえ



⑷ Ｄ（やや劣る）　　　　：６４．９～５５．０点 

⑸ Ｅ（劣る）　　　　　　：５４．９点以下 

（評定の方法） 

第６条　評定者は、工事ごとに監督又は検査業務の遂行上確認した事項に基づき、独立し

て的確かつ公正に行うものとする。 

２　評定者は、検査後に工事の手直しがあったときは、手直し前の状態をもって評定する

ものとする。 

３　評定者は、要綱第１２条に定める建築工事成績評定書又は土木工事成績評定書により

評定を行うものとする。 

（評定結果の通知及び公表） 

第７条　市長は、評定を完了したときは、当該工事の請負者に対して、評定の結果を和泉

市発注工事の成績評定通知及び公表実施要領（令和８年４月１日制定）により通知し、

あわせて公表するものとする。 

（評定の修正） 

第８条　市長は前条の通知をした後、当該評定を修正する必要があると認められる場合は

修正することができる。 

２　前条の規定は、前項の場合について準用する。 

（補則） 

第９条　この要領に定めるもののほか評定の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める

ことができる。 

 

附　則 

　（施行期日） 
１　この訓令は、令和８年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 
　（経過措置） 

２　施行日前に既に締結している契約については、なお従前の例による。 

３　令和８年４月１日から令和９年３月３１日までに契約締結する工事の評定に対する第 

　７条の規定の適用については、同条中「通知し、あわせて公表する」とあるのは「通知 

する」とする。 

 

 

別表（第２条関係） 

評定を省略することができる工事は、要綱の別表第３にある検査を省略できる工事の他、

下記に示す工事とする。 



 

 

 

 

 　１　当初契約額が５０万円以下の工事

 　２　単価契約による工事

 　３　その他検査担当課長（工事主管課において評定する場合は工事主管課長）が評定 

の必要がないと認める工事


